
２
款
総
務
費

積
極
的
に
活
用
を

 

質
疑 

イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
の
ヘ
プ
タ
ゴ
ン
、
な

ば
っ
ピ
ー
の
製
作
費
用
と

活
用
状
況
は
。

 

答
弁 

製
作
費
用
は
ヘ
プ
タ
ゴ

ン
が
59
万
４
千
円
、
な

ば
っ
ピ
ー
が
54
万
円
で
す
。

ヘ
プ
タ
ゴ
ン
、
な
ば
っ

ピ
ー
は
市
内
外
の
イ
ベ
ン

ト
に
積
極
的
に
参
加
し
、

豊
後
大
野
市
を
Ｐ
Ｒ
し
活

用
し
た
い
と
考
え
ま
す
。

活
用
状
況
は
29
回
の
貸
し

出
し
、
県
の
ゆ
る
き
ゃ
ら

イ
ベ
ン
ト
の
参
加
な
ど
し

て
い
ま
す
。

９
款
消
防
費

消
防
団
員
の
な
り
手
を

質
疑 

消
防
団
員
の
定
数
と
現

団
員
数
及
び
費
用
弁
償
の

目
的
は
。

 

答
弁 

定
数
は
１
３
２
１
人
で

実
団
員
数
は
１
２
５
９
人

で
す
。
訓
練
等
の
費
用
弁

償
は
訓
練
を
６
回
、
災
害

等
の
緊
急
出
動
が
48
回
あ

り
ま
し
た
。
ま
た
、
昨
年

度
は
操
法
大
会
が
あ
り
ま

し
た
の
で
各
方
面
団
、
方

面
隊
で
独
自
の
訓
練
を

行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ

れ
に
１
人
１
回
２
千
円
を

支
出
し
て
い
ま
す
。

利
用
者
数
増
の
努
力
を

 

質
疑 

エ
イ
ト
ピ
ア
の
年
間
利

用
者
数
が
平
成
25
年
度
に

比
較
し
て
減
少
し
て
い
る

が
原
因
は
。

 

答
弁 

平
成
26
年
度
の
利
用
者

数
の
数
え
方
が
こ
れ
ま
で

は
、
そ
の
他
施
設
（
駐
車

場
、
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
）
の

関
係
な
ど
を
カ
ウ
ン
ト
し

３
款
民
生
費

保
育
料
の
徴
収
に
本
腰
入

れ
て
取
り
組
み
を

質
疑 

保
育
料
の
徴
収
方
法
は
。

 

答
弁 

収
納
は
原
課
に
よ
る
電

話
で
の
督
促
、
滞
納
整

理
行
動
の
他
、
各
保
育

所
、
幼
稚
園
を
運
営
し
て

い
る
法
人
と
収
納
の
委
託

契
約
を
結
び
、
収
納
促
進

を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

児
童
手
当
か
ら
の
振
替
を

本
人
の
了
解
を
も
ら
っ
て

収
納
に
結
び
つ
け
て
い
ま

す
。

子
育
て
環
境
の
整
備
を

質
疑 

３
歳
未
満
児
の
利
用
受

け
入
れ
の
課
題
と
対
応
は
。

 

答
弁 

課
題
と
し
て
、
３
歳
未

満
児
の
待
機
児
童
が
発
生

し
て
い
ま
す
。
３
歳
未
満

児
の
受
け
入
れ
は
保
育
士

が
数
多
く
必
要
で
す
。
保

育
士
の
数
を
増
や
し
て
い

く
方
向
で
、
待
機
児
童
の

解
消
に
つ
な
げ
て
い
き
た

い
と
の
こ
と
か
ら
保
育
所

と
協
議
し
て
い
ま
す
。

て
い
ま
し
た
が
、
昨
年
度

の
ケ
イ
ミ
ッ
ク
ス
の
報
告

で
は
、
こ
の
分
が
抜
け
て

い
た
の
が
減
少
の
一
因
に

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か

ら
、
一
番
大
き
い
原
因
と

し
て
大
ホ
ー
ル
の
使
用
人

数
が
６
０
９
４
人
減
少
し

て
い
る
の
が
大
き
い
と
こ

ろ
で
す
。

10
款
教
育
費

給
食
費
収
納
の
努
力
を

質
疑 

給
食
費
の
収
納
状
況
、

学
校
と
の
連
携
、
収
納
率

向
上
の
た
め
の
今
後
の
取

り
組
み
は
。

 

答
弁 

給
食
費
は
児
童
手
当
の

充
当
も
あ
り
、
例
年
99
％

く
ら
い
の
収
納
が
で
き
て

い
ま
す
。
残
り
１
％
の
方

は
税
務
課
と
一
緒
に
滞
納

整
理
を
進
め
て
い
ま
す
。

学
校
と
の
連
携
は
、
校
長

会
で
滞
納
対
策
の
協
力
を

毎
年
要
請
し
て
い
ま
す
。

今
後
の
取
り
組
み
は
、

期
限
内
に
給
食
費
を
納
め

て
い
た
だ
け
な
い
方
は
督

促
状
や
催
告
書
の
送
付
、

ま
た
職
員
が
個
別
訪
問
し

て
納
付
の
お
願
い
な
ど
を

し
て
い
ま
す
。

９
月
25
日
、
決
算
特
別
委
員
会
で
平
成
26
年
度
一
般
会
計
の
決
算
認
定
に
つ
い
て
審

査
し
ま
し
た
の
で
、
質
疑
の
一
部
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

ヘプタゴン（左）となばっピー（右）

決算特別委員会

決
算
特
別
委
員
会　

一
般
会
計
の
主
な
質
疑

10（第47号2015.11）



あなたの意見や要望

請願・陳情

●
戦
争
に
つ
な
が
る
安
全
保
障

関
連
２
法
案
（
国
際
平
和
支

援
法
案
、
平
和
安
全
法
制
整

備
法
案
）
の
慎
重
審
議
を
求

め
る
請
願

本
請
願
は
豊
後
大
野
九
条
の

会
（
紹
介
議
員
宮
成
昭
義
、
神

志
那
文
寛
、
工
藤
友
生
）
か
ら

請
願
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

【
請
願
趣
旨
（
一
部
）】

国
会
及
び
政
府
に
安
保
関
連

法
案
を
徹
底
審
議
し
今
国
会
で

の
可
決
は
し
な
い
こ
と
、
60
日

ル
ー
ル
を
使
わ
ず
継
続
審
議
ま

た
は
廃
案
に
す
る
こ
と
な
ど
を

求
め
る
意
見
書
の
提
出
を
請
願

す
る
も
の
で
す
。

本
請
願
は
委
員
会
付
託
を
省

略
し
、
９
月
11
日
の
本
会
議
に

お
い
て
請
願
の
趣
旨
説
明
、
質

疑
、
討
論
、
表
決
を
行
い
ま
し
た
。

▲

【
９
月
11
日
に
表
決
】

　
　

賛
成
少
数
で

●
請
願

本
請
願
は
大
分
県
地
方
自
治

研
究
セ
ン
タ
ー
（
紹
介
議
員
宮

成
昭
義
）
か
ら
請
願
が
提
出
さ

れ
ま
し
た
。

【
請
願
趣
旨
（
一
部
）】

地
方
財
政
の
充
実
・
強
化
を

求
め
る
意
見
書
の
提
出
を
請
願

す
る
も
の
で
す
。▲

【
９
月
30
日
に
表
決
】

　
　

全
会
一
致
で▲

議
員
発
議
で
本
請
願
の
意
見

書
（
地
方
財
政
の
充
実
・
強
化

を
求
め
る
意
見
書
）
を
提
出
し
、

全
会
一
致
で
可
決
、
国
の
関
係

機
関
へ
意
見
書
を
送
付
し
ま
し

た
。

不
採
択

採
択

政治倫理審査会の調査結果のお知らせ
豊後大野市政治倫理条例第７条第５項及び豊後大野市政治倫理施行規則第９条第１項の規定に

より概要を掲載します。

審査対象人小野勇治氏が、市有地の一般競争入札において陳情者の代理人となり、陳情者から
入札への代理参加及び落札の謝礼として、現金を受け取ったことが、政治倫理条例第２条、同第
４条及び豊後大野市議会基本条例第 24 条に違反するとの疑いで、調査請求があったため、平成
27 年６月 26 日に豊後大野市政治倫理審査会に当該調査を求めたものである。　

平成 27 年８月 28 日に豊後大野市政治倫理審査会より、審査対象者は、平成 26 年４月 23 日の
市有地の一般競争入札において、陳情者の代理人となり、陳情者から入札への代理参加及び落札
の謝礼として、平成 27 年２月 24 日に現金を収受した。

同行為は条例第４条第１項第１号及び同条項第２号に違反し、豊後大野市議会基本条例第 24
条に違反する。

との報告書を受け取りました。

（請願・陳情、政治倫理審査会の調査結果）９月定例会
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